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表紙

本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載

した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、上記の事項につきまして

は、法令及び当社定款の規定に基づき、お送りする書面には記載していません。

第35期定時株主総会
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
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主要な借入先の状況
株式の状況
新株予約権等の状況
会社役員の状況
責任限定契約の内容の概要
役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
会計監査人の状況
業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

●連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

●計算書類
株主資本等変動計算書
個別注記表
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当社グループの現況

事 業 区 分 事 業 内 容

クラウドインテグレーション
事 業

コミュニケーションインフラ領域におけるグランドデザインから導入、ビジ
ネスIT領域における事業デザイン／業務設計から導入・開発までを支援して
おります。

ク ラ ウ ド サ ー ビ ス
事 業

クラウド利活用やオンプレミスを含むIT環境における保守・運用・改善を請
け負い、一貫したサポートをエンジニアリングサービスまたはマネージドサ
ービスとして提供しております。

ライセンス＆プロダクツ
事 業

Azure／M365／D365等のクラウド製品のライセンスやIT関連機器をメー
カー各社より仕入れ、提供しております。

本 社 東京都港区

事 業 所

北海道事業所：北海道札幌市中央区
中部事業所：愛知県名古屋市中村区
西日本事業所：大阪府大阪市北区
九州事業所福岡オフィス：福岡県福岡市中央区
九州事業所八幡オフィス：福岡県北九州市八幡東区
沖縄事業所：沖縄県浦添市

トレーニングセンター 東京都港区

株式会社ネクストスケープ 本社（東京都港区）

SureB izC loud株式会社 本社（東京都港区）

当社グループの現況
(1) 主要な事業内容（2025年９月30日現在）

(2) 主要な事業所等（2025年９月30日現在）
①当社

②子会社

（注）１．当社は、2025年９月30日付で当社が保有する株式会社ネクストスケープの発行済株式の
20％をアイテック阪急阪神株式会社に譲渡いたしました。

２．当社は、2025年８月８日付で、SureBizCloud株式会社を設立いたしました。

－ 1 －
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当社グループの現況

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

クラウドインテグレーション事業 1,247名 52名増

ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 事 業 888 40名増

全 社 （ 共 通 ） 704 47名増

合 計 2,839 139名増

従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

2,759名 147名増 35.4歳 7.7年

借 入 先 借 入 額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン ① 4,700百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,192

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 3,876

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,017

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン ② 3,000

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 2,855

(3) 従業員の状況（2025年９月30日現在）
①当社グループの従業員の状況

（注）１．従業員数は、就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含み、当社グループからグループ
外への出向者を除く。執行役員を含み、契約社員を除く。）であり、臨時雇用者数（契約社員を含
み、人材会社からの派遣社員を除く。）は、臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるた
め、記載を省略しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、報告セグメントに属していない従業員であります。

②当社の従業員の状況

（注）従業員数は、就業人員（社外から当社への出向者を含み、当社から社外への出向者を除く。執行役員を含
み、契約社員を除く。）であり、臨時雇用者数（契約社員を含み、人材会社からの派遣社員を除く。）は、
臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

(4) 主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）

（注）シンジケートローン①は、株式会社りそな銀行を主幹事とする計14行からの協調融資によるもの、シン
ジケートローン②は、株式会社三菱UFJ銀行を主幹事とする計３行からの協調融資によるものでありま
す。

－ 2 －
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株式の状況

(1) 発行可能株式総数 193,465,600株

(2) 発行済株式の総数 48,366,400株

(3) 株主数 5,373名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 ロ マ ネ 19,460,000株 40.71％

株 式 会 社 三 菱 総 合 研 究 所 7,011,200 14.67

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株
式 付 与 Ｅ Ｓ Ｏ Ｐ 信 託 口 ） 2,200,000 4.60

日 本 ビジネスシステムズ社員持株会 2,088,900 4.37

牧 田 幸 弘 1,020,000 2.13
ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣＣＯＵ
Ｎ Ｔ 　 Ｊ Ｐ Ｒ Ｄ 　 Ａ Ｃ 　 Ｉ Ｓ Ｇ
（ Ｆ Ｅ － Ａ Ｃ ）

853,216 1.79

有 限 会 社 セ ブ ン レ イ ヤ ー ズ 684,500 1.43
ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　
ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　
Ａ Ｃ Ｃ Ｔ Ｓ 　 Ｍ 　 Ｉ Ｌ Ｍ 　 Ｆ Ｅ

327,239 0.68

森 屋 正 樹 300,080 0.63

野 村 證 券 株 式 会 社 292,187 0.61

株式の状況（2025年９月30日現在）

(4) 大株主

（注）１. 当社は、自己株式を570,595株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式

（2,200,000株）は、自己株式に含めず計算しております。
３. 牧田幸弘氏の持株数には、役員持株会における持分株式数12,108株（小数点以下切り捨て）を含め
ておりません。

－ 3 －
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株式の状況

(5)その他株式に関する重要な事項
株式付与ESOP信託導入に係る自己株式の処分
2025年８月18日開催の取締役会決議による株式付与ESOP信託導入に伴い、第三者割
当により自己株式2,200,000株の処分を行うことを決議し、2025年９月２日付で日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ESOP信託口）が当社株式2,200,000株を取
得しております。

－ 4 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

名称 第１回新株予約権

決議年月日 2019年９月20日

新株予約権の数
（Ａ01）100,000個
（Ａ02）120,000個
（Ａ03）130,000個

交付基準日

（Ａ01）上場した日から六ヶ月が経過した日
（Ａ02）上場した日から三年六ヶ月が経過した日
（Ａ03）上場した日から六年六ヶ月が経過した日
（但し、上記の日より前に発行会社の支配権の異動
が生じることが決定した場合には、その日が基準日
となります。交付基準時に受益者を指定し、又は本
新株予約権を引渡すことが著しく困難である事情等
がある場合には、これらが可能又は容易となった日
の翌営業日まで自動的に延期されます。）

新株予約権の目的である株式の種類と数 普通株式　3,500,000株
（新株予約権１個につき10株）　注１

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり1.6円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり　2,700円
（１株当たり270円）　注１

新株予約権の行使期間 2021年１月31日から2034年９月24日まで

新株予約権の行使の条件 注２

新株予約権の割当対象者 受託者　公認会計士　長井　一浩　注３

新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株
予約権の状況
該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

（注）１．2022年６月３日付で普通株式１株につき500株の割合で、2023年４月１日付で普通株式１株につ

－ 5 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

き２株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類と数」
及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」が調整されております。

２．新株予約権の行使の条件
①　本新株予約権の割当を受けた者（受託者）は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本
要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者（以下、「本新株
予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できることとします。

②　本新株予約権者は、2020年９月期から2024年９月期までのいずれかの期において、当社の損
益計算書に記載された営業利益が、40億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使
することができます。なお、2022年９月期において、当社の損益計算書に記載された営業利益
は、40億円を超過しました。

③　②にもかかわらず、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由の
いずれかが生じた場合には、本新株予約権者は残存する全ての本新株予約権を行使することができ
ないものとします。
(a）行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき（ただし、払込金
額が会社法第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」及び普
通株式の株価とは異なると認められる価格である場合並びに当該株式の発行等が株主割当てに
よる場合等を除く。）。

(b）行使価額を下回る価格を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき（ただし、当該行
使価額が当該新株予約権の発行時点における当社普通株式の株価と異なる価格に設定されて発
行された場合を除く。）。

(c）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場され
ていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき（ただ
し、資本政策目的等により当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価格で取
引が行われた場合を除く。）。

(d）本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場され
た場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が行使価額
を下回る価格となったとき。

④　本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社・関連会社の取
締役、監査役又は従業員もしくは顧問又は業務委託先等の社外協力者であることを要するものとし
ます。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合
は、この限りではありません。

⑤　本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
⑥　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超
過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

⑦　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできないものとします。

－ 6 －
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新株予約権等の状況、会社役員の状況

３．本新株予約権は、公認会計士長井一浩を受託者とする信託に割り当てられ、交付基準時における、当
社及び、当社の子会社・関連会社の取締役、執行役員及び従業員（正社員及び地域限定社員に限る）
を受益候補者とし、交付基準時に受益候補者の中から本信託に係る信託契約の定めるところにより指
定された者に交付されます。
なお、受益候補者に対する第１回新株予約権の配分は、人事評価のルールに従って作成された案をも
とに、評価委員会にて決定されます。

会社役員の状況
(1) 責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で、会社法第427
条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意であり
重大な過失がなかったときは、法令に定める額を限度として損害賠償責任を負担する旨の責任限
定契約を締結しております。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員等（退任役員を含
む。）を対象として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おります。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員等で
あり、保険料は全額当社が負担しております。
　当該保険契約の概要は、被保険者がその地位に基づき行った行為に起因して、損害賠償請求が
なされたことにより、被保険者が被る損害（法律上の損害賠償金及び訴訟費用）及び会社補償
（役員が被る損害を会社が補償）により当社が被る損害等を填補するものであり、１年毎に更新
しております。ただし、被保険者が違法性を認識しながら行った行為に起因する損害については
填補の対象外とする等、一定の免責事由を設けております。

－ 7 －
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 71百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 71百万円

会計監査人の状況
(1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、株
式の上場区分変更に係るコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
　当社とEY新日本有限責任監査法人は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額
としております。

－ 8 －
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
当社は、内部統制システム構築基本方針を策定し、業務を適正かつ効率的に執行するために、
社内諸規程により職務権限及び業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備し
ております。その概要は以下のとおりです。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを確立し、透明で公正な意思決定を担保するため、次の体制を構
築する。
イ．コンプライアンス

(イ) 取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保す
るため、「コンプライアンス行動指針」を制定する。

(ロ) リスク・コンプライアンスを所管する役員を設置し、取締役、執行役員及び従業員に
対する適切な教育研修体制を構築する。

(ハ) コンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスに係る内部通報・相
談制度を設ける。

(ニ) 取締役、執行役員及び従業員の法令・定款違反等の行為については懲戒に関する規則
類を制定し、適正に処分を行う。

(ホ) 反社会的な勢力には毅然とした態度で臨み、いかなる便益も供与せず、一切の関係を
遮断し、そのために必要となる取引の防止及び対応を行う。

(ヘ) コンプライアンス部門は、取締役、執行役員及び従業員に対してコンプライアンスに
関する教育・研修を継続的に実施する。

ロ．コーポレート・ガバナンス
(イ) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規則」及び「コンプライアンス

行動指針」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を
監督する。

(ロ) 取締役は、取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議、「役員規
則」及び「組織規則」その他の社内規則類に従い、当社の業務を執行する。

(ハ) 取締役会による意思決定と監督機能の強化を図るために執行役員制度を採用する。執
行役員は、重要な使用人として「執行役員規則」に従い取締役会の決議をもって任命
するものとし、取締役会の決定に従い、定められた範囲内で職務の執行にあたる。

(ニ) 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携
して、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性
について監査を実施する。
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ハ．財務報告の適正性を確保するための体制
当社は、財務報告の適正性を確保するため、財務報告作成担当部署を定め、財務報告作成
担当部署は、「経理規程」、「原価計算規程」その他の規則類を整備し、会計基準その他関連
する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。

ニ．内部監査体制
(イ) 当社は、当社及び子会社のコンプライアンス体制の有効性を監査するため代表取締役

社長直轄の内部監査室を設置する。
(ロ) 内部監査室は、「内部監査規則」を定め、その定めに従い内部監査を行う。また、内

部監査室は、必要に応じ、監査役及び会計監査人との間で協力関係を構築し、効率的
な内部監査を実施するように努める。

(ハ) 各主管部及び受査部署は、内部監査室から是正又は改善指摘がなされた場合及び必要
があると認めた場合には、速やかにその対策を講ずる。

(ニ) 内部監査室は、監査結果を定期に代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告する
ものとする。また、代表取締役社長、監査役及び内部監査室は、定期的に意見交換を
行う。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る情報について、これを適切に保存・管理するため、次の体
制を構築する。
イ．情報の保存・管理

取締役会及び経営会議等の職務の執行に係る重要な文書の取り扱いは、「取締役会規則」、
「経営会議規則」及び「文書管理規程」に従い、適切に保存、管理及び廃棄の運用を実施す
る。

ロ．情報の閲覧
各主管部は、取締役又は監査役が求めた場合、ただちに当該請求のあった文書及びデータ

をその閲覧に供する。

③ 損失の危険の管理に関する規則類の整備その他の体制
当社は、損失の危険（以下、「リスク」という。）を管理し、事業遂行から生じる危険を極小
化するため、規則類の整備を含め、次の体制を構築する。
イ．当社は、日常の業務遂行から生じる多様なリスクを可能な限り未然に防止することを第一

義とし、「リスク管理規則」を制定し、リスクを「経営リスク」、「財務経理・業務リス
ク」、「営業リスク」、「サービス提供リスク」、「セキュリティリスク」、「社内システムリス
ク」、「人材リスク」、「広報リスク」、「災害事故リスク」、「法令違反リスク」等に分類する
とともに、リスクの特定、計測、コントロール及びモニタリングからなるリスク管理プロ
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セスによって適切にリスクを管理し、回避、軽減その他の必要な措置を行う。
ロ．リスク管理部門は、「リスク管理規則」に基づき、リスク管理委員会を運営するととも

に、リスクに対する評価・分析及び対策・対応についての進捗状況を取りまとめる。
ハ．リスク管理委員会は、リスク重要度及びリスクオーナーの決定を行い、リスクオーナーに

より策定及び実行される対応策の確認及び促進を行うことで、リスクの低減及び未然防止
を図る。

ニ．危機管理担当役員は、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備す
る。

ホ．リスク管理部門は、取締役、執行役員及び従業員に対してリスク管理に関する教育・研修
を継続的に実施する。

ヘ．リスク管理担当役員は、定期的にリスク管理状況を取締役会及び経営会議に報告するとと
もに、経営会議は、毎年、リスク管理体制について見直しを行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役の職務執行が効率的に行われるようにするため、以下の体制を整備する。
イ．取締役会、経営会議及び各種社内委員会

(イ) 取締役会は、定時開催の他、必要に応じて臨時に開催するものとし、適切な職務遂行
に支障を来さないための体制を確保する。また、取締役会の諮問機関として指名委員
会及び報酬委員会を設置する。

(ロ) 経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任
事項の決定の他、取締役会の意思決定に資するため取締役会付議事項を事前に検討す
る。また、経営会議の諮問機関として各種の委員会を設置する。

(ハ) 当社は、計数的な予実管理をはじめ個別施策の達成状況について継続的に検証し、経
営目標の達成管理を適切に行う体制を整備する。

ロ．職務権限及び権限委譲
取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、日常の職務遂行に際しては、
「組織規則」の別表「決裁権限一覧」、「業務分掌一覧」等に基づき権限の委譲を行い、業務
執行取締役及び執行役員の指揮命令の下、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を
分担する。

⑤ 当社及び子会社から成る当社グループにおける企業価値向上及び業務の適正を確保するため
の体制
当社は、次の体制を構築する。
イ．子会社管理体制

グループ会社を統括するため、グループ会社ごとに主管部署を定め、当該主管部署が「関
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係会社管理規則」その他の社内規程に従い、グループ会社の経営管理及び経営指導にあた
る。

ロ．コンプライアンス
(イ) 当社グループ各社で「企業理念」、「コンプライアンス行動指針」の趣旨の共有を図

り、徹底することにより、グループとしての企業価値の向上を確保する。
(ロ) 「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制」、「取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」、「損失の危険の管
理に関する規程その他の体制」及び「取締役の職務執行が効率的に行われることを確
保するための体制」の記載事項の全てについて、当社グループとしての管理体制を構
築、整備及び運用する。

(ハ) グループ各社から定期的に経営状況及び財務状況の報告を受ける。
ハ．内部監査

内部監査室の業務監査により、グループ各社に対して監査を実施する。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を置くこと及び当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、次の体制を構築する。
イ．監査役の職務を補助する使用人の設置

(イ) 当社は、監査役の職務を補助する使用人として監査役スタッフを当社使用人の中から
任命する。

(ロ) 監査役スタッフの任命にあたっては、監査役会の意見を尊重し、監査役会の事前の同
意を得なければならない。

ロ．監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権限及び人事権
(イ) 監査役スタッフは、監査役会又は監査役の指揮命令に基づき業務を遂行するものと

し、取締役等からの指揮命令を受けない。
(ロ) 監査役スタッフの人事異動、人事評価、懲戒等については、その独立性を確保するた

め、監査役会の意見を尊重し、監査役会の事前の同意を得たうえで決定する。

⑦ 監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査役の職務を補助すべき
使用人に関し、次の体制を構築する。
イ．監査役は、監査役スタッフに対し、監査業務に必要な事項を指示することができる。監査

役スタッフは、当該指示に基づき、会議出席、関係者の聴取、社内資料及び情報の確認そ
の他必要な調査を行う権限を有する。

ロ．監査役スタッフが他の部署の使用人を兼務する場合、監査役スタッフ業務の遂行を優先す

－ 12 －



2025/11/19 16:44:55 / 25267220_日本ビジネスシステムズ株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

ることができる。また、兼務する他部署の上長及び取締役は、当該業務の遂行にあたって
要請があった場合は必要な支援を行う。

⑧ 取締役及び執行役員その他使用人並びに子会社の取締役、執行役員及びその他使用人又はこ
れらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関
する体制
イ. 取締役及び執行役員その他使用人の報告体制

(イ) 取締役及び執行役員その他使用人並びに子会社の取締役、執行役員及びその他使用人
は、監査役会又は監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。

(ロ) 当社は、取締役及び執行役員その他使用人並びに子会社の取締役、執行役員及びその
他使用人から報告を受けた者が、監査役に報告をするための体制を整備する。

(ハ) 監査役への報告事項は以下のとおりとする。
・取締役会及び経営会議で決議又は報告された事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部監査の実施状況及びその結果
・重大な法令違反等
・内部通報・相談の状況及び通報・相談された事案の内容
・その他監査役が報告を求める事項

ロ. 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
(イ) 監査役は、取締役、執行役員又は従業員から得た情報について、第三者に対する報告

義務を負わない。
(ロ) 監査役は、報告をした執行役員又は従業員の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取

締役にその理由の開示を求めることができる。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、次の体制を構築する。
イ. 監査役及び監査役スタッフの重要会議への出席

(イ) 当社は、監査役が取締役会及び経営会議に出席するほか、コンプライアンス委員会、
リスク管理委員会その他重要な社内の委員会にオブザーバーとして出席することによ
り、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供が可能な体制を構築する。

(ロ) 当社は、監査役スタッフが、監査役に同行して、又はその指示を受けて、取締役会、
経営会議、リスク管理委員会その他重要な社内の会議に出席する機会を確保する。

ロ. 監査役との連携等
(イ) 代表取締役社長及び内部監査室は、監査役会及び監査役と定期的に意見交換を行う。
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(ロ) 取締役、執行役員及び従業員は、監査役会又は監査役からの調査もしくはヒアリング
依頼に対し、協力するものとする。

(ハ) その他、取締役、執行役員及び従業員は、「監査役監査基準」に定めのある事項を尊
重する。

(ニ) 内部監査室は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するととも
に、定期的な会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見
交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図る。

ハ. 外部専門家の起用
監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタン
トその他の外部専門家を独自に起用することができる。
ニ. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行に
ついて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、
負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたも
のでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
内部統制システム構築基本方針に基づく当事業年度の主な運用状況は次のとおりであります。
① コンプライアンスに関する事項
イ. 取締役社長直轄のコンプライアンス委員会を設置し、「コンプライアンス行動指針」に基

づき当社における役職員の法令遵守及び業務の適正な執行等の推進・徹底を図っておりま
す。

ロ. 全取引先に対する反社会的勢力チェック体制の整備、取引先が反社会的勢力であると判明
した場合の関係遮断のための体制の強化を行い、それぞれ運用しております。

ハ. また、内部通報制度としてJBSホットラインを設置しており、社内窓口とともに弁護士に
よる社外窓口を設けております。年間を通じてそれぞれの窓口に通報があり、内部通報に
関する規則類に基づき適正に対応しております。また、調査の公平性を確保するため、監
査役窓口を設けております。

ニ. 入社時及び役員就任時にコンプライアンス研修を実施するとともに、全役職員に対して、
定期的なコンプライアンス研修を実施しております。

② リスク管理に関する事項
イ. リスク管理については、「リスク管理規則」に基づき、毎月1回リスク管理委員会を開催

しており、リスク管理委員会による定期的なリスクモニタリングを実施しております。
ロ. リスク管理委員会では、毎月各部署から提出されるリスクモニタリングシートからリスク
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やその予兆を察知し、各部署を代表したリスク管理委員会メンバーやオブザーバーとして
参加する監査役、内部監査室長等とともに、リスクの低減、回避に取り組んでおります。
とくに、対応を要する重要なリスクについては、対応主管組織を決定し、リスクへの対処
を行っております。

ハ. リスク管理委員会を中心としたリスク管理活動については定期的に取締役会及び経営会議
へ報告しております。

③ 内部監査に関する事項
内部監査部門において、全社網羅的に計画の上、法令及び定款遵守並びにリスク管理体制の

有効性の観点から、社内規則類に従って業務が運営されているかの監査を順次実施しており、
その結果は定期的に代表取締役社長、取締役会及び監査役会に報告しております。

④ 取締役及び使用人の職務執行に関する事項
イ. 「取締役会規則」、「組織規則」等の社内規則類に基づき、当社の取締役及び使用人の職務

執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては十分に審議できる環境を確保して
おります。

ロ. 取締役会は、社外取締役５名を含む７名で構成しており、当該事業年度中14回開催し、
取締役会の決議を要する重要事項を審議・決定するとともに、取締役の職務の執行を監督
しております。

ハ. また、取締役の職務執行に係る情報（文書又は電磁的記録）及びその他の重要な情報につ
いては、法令及び社内規程に基づき総務部が適切に保存、管理しております。

⑤ 監査役の職務に関する事項
イ. 監査役会の要請に基づき監査役スタッフを複数名任命し、監査役会又は監査役の指示に基

づき補助業務に従事させております。
ロ. 監査役は、取締役会、経営会議その他当社の重要な会議に出席するとともに、定期的に当

社及び当社グループの取締役及び使用人にヒアリングを行っているほか、社外取締役や会
計監査人との会合を設け連携を継続的に図ることで、監査の実効性を確保しております。

ハ. また、監査役は、取締役の業務執行を監査するという基本的な役割に基づき、監査を実施
する社内各部署との協調・連携を強化しています。
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連結株主資本等変動計算書

(2024年10月１日から
2025年９月30日まで )

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 539 8,651 13,601 △ 296 22,496
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 1,367 △ 1,367
親会社株主に帰属する当期純利益 5,629 5,629
自 己 株 式 の 取 得 △ 3,403 △ 3,403
自 己 株 式 の 処 分 3,169 235 3,404
連結子会社株式の売却による
持 分 の 増 減 58 58

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) －

当連結会計年度変動額合計 － 3,227 4,261 △ 3,167 4,321
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 539 11,879 17,863 △ 3,464 26,818

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権 非 支 配 株 主 持 分 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 238 238 0 － 22,735
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △ 1,367
親会社株主に帰属する当期純利益 － 5,629
自 己 株 式 の 取 得 － △ 3,403
自 己 株 式 の 処 分 － 3,404
連結子会社株式の売却による
持 分 の 増 減 － 58

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) 80 80 △ 0 107 187

当連結会計年度変動額合計 80 80 △ 0 107 4,509
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 318 318 0 107 27,244

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社
・主要な連結子会社の名称 株式会社ネクストスケープ

SureBizCloud株式会社
当連結会計年度においてSureBizCloud株式会社を新たに設立したた
め、連結の範囲に含めております。

② 非連結子会社の状況
・非連結子会社の数 ６社
・主要な非連結子会社の名称 JAPAN BUSINESS SYSTEMS TECHNOLOGY

Japan Business Systems Asia Pacific Pte. Ltd.他４社
・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社６社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、
いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法を適用した非連結子会社の数 なし
・持分法を適用した関連会社の数 １社

株式会社日テレWands
② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

・持分法を適用していない非連結子会社の数 ６社
JAPAN BUSINESS SYSTEMS TECHNOLOGY
Japan Business Systems Asia Pacific Pte. Ltd.他４社

・持分法を適用していない関連会社の数 １社
Crayon Japan株式会社

・持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持
分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法
の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全
体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しておりま
す。
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連結注記表

建物（附属設備を含む） ６年～50年
車両運搬具 ２年～６年
工具、器具及び備品 ２年～15年

③ 持分法適用手続に関する特記事項
持分法適用会社の株式会社日テレWandsの決算日は３月31日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しており

ます。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資、並びに匿名組合契約に基づく出資（金

融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定されている
決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によってい
ます。

ロ. デリバティブ 時価法を採用しております。
ハ. 棚卸資産

・商品 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
・仕掛品、貯蔵品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、建物及び2016年4月1日以後取得

の建物附属設備については定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ロ. 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており
ます。
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③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当連結会計
年度に負担すべき額を計上しております。

ハ. 役員退職慰労引当金 役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職金規程に
基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

ニ. 受注損失引当金 受注案件に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来
の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なも
のについては、損失見込額を計上しております。

ホ. 修繕引当金 従業員社宅の将来の修繕費用の支出に備えるため、一定の見積基準によ
り計算された修繕費用を引き当てております。

ヘ 株主優待引当金 株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上
しております。

④ 収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び履行

義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
イ. ハードウエア・ソフトウエアの販売

ハードウエア・ソフトウエア等製品の販売を行っており、製品を顧客へ引き渡す義務を負っておりま
す。当該契約については、製品を顧客へ引き渡した時点で顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務
が充足されるものと判断していることから、引き渡し時点で収益を認識しております。なお、一部の製
品においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、
製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。

ロ. その他のサービス
ａ．請負契約によるシステム開発及びインフラ構築等を行っており、成果物を引き渡す義務を負ってお

ります。当該契約については、開発中のシステム等を他の顧客又は別の用途に振り向けることができ
ず、遂行した作業について対価を受領する権利が発生することから、一定の期間にわたり履行義務が
充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。

ｂ．準委任契約によるシステム運用支援及び保守サービスを行っており、契約期間にわたって役務を提
供する義務を負っております。当該契約については、日常的又は反復的なサービスであり、契約期間
の経過に応じて履行義務が充足されると考えられるため、一定の期間にわたり履行義務が充足される
と判断しており、顧客との契約において約束された金額を役務提供期間にわたって按分し、収益を認
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識しております。
ｃ．クラウド環境を利用したサブスクリプションサービスを行っており、一定のサービスの利用環境を

維持、提供する義務を負っております。当該契約については、日常的又は反復的なサービスであり、
利用期間の経過や利用量に応じて履行義務が充足されると考えられるため、一定の期間にわたり履行
義務が充足されると判断しており、契約に基づく単価と当該サービスの利用量等より算出された金額
で収益を認識しております。

なお、上記のうち、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当すると
判断したものについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識してお
ります。

取引の対価は履行義務を充足してから概ね２ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれており
ません。

⑤ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法
イ. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例処理を採用しております。
ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金の利息

ハ. ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用する
こととしております。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性
の判定は省略しております。
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２. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）、「包括
利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）及び「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）を当連結会計年度の期首から適用して
おります。これによる連結計算書類への影響はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました、投資その他の資産の「敷金及び保証金」（当連結
会計年度1,920百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より投資その他の資産の
「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）
前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取利息及び配当金」

（前連結会計年度16百万円）、「投資事業組合運用益」（前連結会計年度17百万円）、「保険配当金」
（前連結会計年度14百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しておりま
す。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,581百万円
(2) 棚卸資産

商品 586百万円
仕掛品 18百万円
貯蔵品 3百万円

(3) 債権流動化に伴う偶発債務 126百万円

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普通株式（株） 48,366,400 － － 48,366,400

4. 会計上の見積りに関する注記
（一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益（請負契約によるシステム開発及びインフラ構築等））

(1) 当連結会計年度の計上額
売上高（検収済のプロジェクトを除く。） 3,282百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
・算出方法

請負契約によるシステム開発及びインフラ構築等、遂行した作業の進捗に応じて履行義務の充足が認
められる案件については、一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識しております。その履行義
務の充足に係る進捗度は、プロジェクトごとの原価総額の見積額に対する当連結会計年度末までに発生
した原価の割合により算出しております。

・主要な仮定
一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益において、重要な会計上の見積りはプロジェクト

ごとの原価総額であり、プロジェクトの遂行に伴い発生が見込まれる作業工数が主要な仮定となりま
す。作業工数の見積りは、プロジェクトの管理に関する専門的な知識と経験を有するプロジェクトマネ
ージャーにより個別に行われます。

・翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
プロジェクトにおいて将来発生が見込まれる作業工数については、現況を踏まえて継続的に見直しを

実施しておりますが、前提条件（要求仕様や工期等）の変更等により、当初見積りの変更が発生した場
合、翌連結会計年度に係る連結計算書類において認識する金額に影響を及ぼす可能性があります。

5. 連結貸借対照表に関する注記

6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
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連結注記表

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 の 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
末 の 株 式 数

普通株式（株） 2,775,605 2,200,000 2,205,010 2,770,595

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年12月20日
定 時 株 主 総 会 普通株式 592 13 2024年９月30日 2024年12月23日

2 0 2 5 年 ５ 月 1 3 日
取 締 役 会 普通株式 775 17 2025年３月31日 2025年６月16日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年12月18日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 1,099 23 2025年９月30日 2025年12月19日

普通株式 2,724,520株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の株式数には、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式（当連結会計年度期首－株、当連結
会計年度末2,200,000株）が含まれております。自己株式の増加は、株式付与ESOP信託による当社株
式の取得によるものです。また、自己株式の減少は、株式付与ESOP信託による自己株式の処分
2,200,000株、自己株式の処分による減少5,010株によるものです。

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

（注）2025年12月18日定時株主総会の決議による配当金の総額には、株式付与ESOP信託口が保有する当社
株式に対する配当金50百万円が含まれております。

(4) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的
となる株式の種類及び数
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

長 期 借 入 金 （ 注 ３ ） 14,885百万円 14,863百万円 △ 22百万円

連結貸借対照表計上額
非上場株式 0百万円
関係会社株式 1,099百万円
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 641百万円
匿名組合契約に基づく出資 40百万円

7. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。
売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社グループの取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、

主な取引先の信用状況を把握する体制をとることでリスクの低減を図っております。
投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、これらは四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、１年以内の支払期日です。買掛金や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グル

ープは、資金繰りの計画を月次で作成する等の方法により管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年9月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりでありま
す。

（注）１.　現金及び預金、売掛金、買掛金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、記載を省略しております。

２.　市場価格のない株式等

３.　１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて表示しております。
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区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

長 期 借 入 金 －百万円 14,863百万円 －百万円 14,863百万円

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

② 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されて
いるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。（下記「長期借入金」参
照）

長期借入金
元利金の合計を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し

ており、レベル２の時価に分類しております。一部の変動金利による長期借入金は金利スワップの特例
処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を
行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
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連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価

189百万円 298百万円

報告セグメント
その他
（注）

計
クラウド
インテグ

レーション

クラウド
サービス

ライセン
ス＆プロ
ダクツ

売上高
一時点で移転される財又はサービス 699 265 117,712 － 118,676
一定の期間にわたり移転される
財又はサービス

27,037 21,625 5,228 － 53,891

顧客との契約から生じる収益 27,736 21,890 122,941 － 172,568
その他の収益 － － － 11 11
外部顧客への売上高 27,736 21,890 122,941 11 172,580

8. 賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社グループでは、東京都内において賃貸用の住宅マンション（土地を含む。）を有しております。当連
結会計年度における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は5百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売
上原価及び販売費及び一般管理費に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額でありま
す。

２. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標
等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

9. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、不動産賃貸等を含ん
でおります。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関

する注記等(4) 会計方針に関する事項④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 15,641百万円 23,722百万円

契約資産 2,269 3,674

契約負債 2,626 3,439

(1) １株当たりの純資産額 597円52銭
(2) １株当たりの当期純利益 123円47銭

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、請負契約及び請負契約を含む複数要素の取引において、発生コストをもとに進捗率を計算
して収益を認識したことによって生じた顧客に対する未請求の権利であります。契約負債は、主に、請負
契約及び保守サービス契約における顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取崩されます。なお、当
連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,187百万円であ
ります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
予想契約期間が１年を超える重要な契約がないため、記載を省略しております。

10. １株当たり情報に関する注記

（注）１株当たりの純資産額の算定に用いられた当連結会計年度末の普通株式及び１株当たりの当期純利益の
算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式
（当連結会計年度末2,200,000株）を控除して算定しております。
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・発行済株式総数（自己株式を除く） 45,595,805株
・自己株式数 2,770,595株

11. 重要な後発事象に関する注記
（自己株式の取得）

当社は、2025年11月21日開催の取締役会において、会社法第459条第１項及び当社定款の規定に基づ
き、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由
株式報酬制度に関連して交付される株式につき、取得する自己株式を充当することにより、株式価値の

希薄化を回避するとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

(2) 取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 ：当社普通株式
② 取得し得る株式の総数 ：1,200,000株（上限）

　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 2.63％）
③ 株式の取得価額の総額 ：2,400百万円（上限）
④ 取得期間 ：2025年11月25日～2026年２月28日
⑤ 取得方法 ：東京証券取引所における市場買付け

（参考）2025年９月30日時点の自己株式の保有状況

（注）上記の自己株式には、株式付与ESOP信託口が保有する当社普通株式2,200,000株が含まれてい
ます。
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12. その他の注記
（追加情報）
　当社は、2025年８月18日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的とし
て、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」（以下、「本制度」という。）の導入を決議いた
しました。
（1）取引の概要

当社への帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、中長期的な業績向上や株価上昇に対する意識を高める
ことにより、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、本制度を導入いたします。

株式付与ESOP（Employee Stock Ownership Plan）信託（以下「ESOP信託」という。）とは、米国
のESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託口が取得した当社株式及び当
社株式の換価処分金相当額の金銭を、予め定める株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する従業員に交
付及び給付するものです。なお、当該ESOP信託口が取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するた
め、従業員の負担はありません。

本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株
価を意識した業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。また、ESOP信託
口の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みで
あり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。

制度開始日は2025年８月28日であります。

（2）信託が保有する当社株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自

己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において3,403
百万円、2,200,000株であります。
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株主資本等変動計算書

(2024年10月１日から
2025年９月30日まで )
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 539 1,108 7,543 8,651 5 200 13,384 13,589 △ 296 22,484

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △ 1,367 △ 1,367 △ 1,367

当 期 純 利 益 － 5,435 5,435 5,435

自 己 株 式 の 取 得 － － △ 3,403 △ 3,403

自 己 株 式 の 処 分 3,169 3,169 － 235 3,404
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 3,169 3,169 － － 4,067 4,067 △ 3,167 4,069

当 期 末 残 高 539 1,108 10,712 11,821 5 200 17,452 17,657 △ 3,464 26,554

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 238 238 0 22,723

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △ 1,367

当 期 純 利 益 － 5,435

自 己 株 式 の 取 得 － △ 3,403

自 己 株 式 の 処 分 － 3,404
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 80 80 △ 0 80

当 期 変 動 額 合 計 80 80 △ 0 4,149

当 期 末 残 高 318 318 0 26,872

株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

（注）金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

建物（附属設備含む） ６年～50年
車輛運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ２年～15年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資、並びに匿名組合契約に基づく出資（金融
商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定されている決算
報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっています。

② 棚卸資産
・商品 移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
・仕掛品、貯蔵品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、建物及び2016年4月1日以後取得

の建物附属設備については定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

② 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており
ます。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度
に負担すべき額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金 役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職金規程に
基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
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④ 受注損失引当金 受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損
失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることが可能なものに
ついては、損失見込額を計上しております。

⑤ 修繕引当金 従業員社宅の将来の修繕費用の支出に備えるため、一定の見積基準によ
り計算された修繕費用を引き当てております。

⑥ 株主優待引当金 株主優待制度による支出に備えるため、発生すると見込まれる額を計上
しております。

(4) 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① ハードウエア・ソフトウエアの販売
ハードウエア・ソフトウエア等製品の販売を行っており、製品を顧客へ引き渡す義務を負っておりま

す。当該契約については、製品を顧客へ引き渡した時点で顧客が製品に対する支配を獲得し、履行義務が
充足されるものと判断していることから、引き渡し時点で収益を認識しております。なお、一部の製品に
おいては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の
国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場
合には、出荷時に収益を認識しております。

② その他のサービス
a．請負契約によるシステム開発及びインフラ構築等を行っており、成果物を引き渡す義務を負っており
ます。当該契約については、開発中のシステム等を他の顧客又は別の用途に振り向けることができず、
遂行した作業について対価を受領する権利が発生することから、一定の期間にわたり履行義務が充足さ
れると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。
b．準委任契約によるシステム運用支援及び保守サービスを行っており、契約期間にわたって役務を提供
する義務を負っております。当該契約については、日常的又は反復的なサービスであり、契約期間の経
過に応じて履行義務が充足されると考えられるため、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断
しており、顧客との契約において約束された金額を役務提供期間にわたって按分し、収益を認識してお
ります。
c．クラウド環境を利用したサブスクリプションサービスを行っており、一定のサービスの利用環境を維
持、提供する義務を負っております。当該契約については、日常的又は反復的なサービスであり、利用
期間の経過や利用量に応じて履行義務が充足されると考えられるため、一定の期間にわたり履行義務が
充足されると判断しており、契約に基づく単価と当該サービスの利用量等より算出された金額で収益を
認識しております。
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なお、上記のうち、顧客への財又はサービスの提供における当社の役割が代理人に該当すると判断したも
のについては、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
取引の対価は履行義務を充足してから概ね２ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりま

せん。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。ただし、特例処理の要件を満たす金

利スワップについては、特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　借入金の利息
③ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用する

こととしております。
④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、有効性

の判定は省略しております。

２. 会計方針の変更に関する注記
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）、及び

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）を当事業年
度の期首から適用しております。これによる計算書類への影響はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
前事業年度まで区分掲記して表示しておりました、投資その他の資産の「敷金及び保証金」（当事業年度

1,885百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より投資その他の資産の「その他」に含
めて表示しております。

（損益計算書）
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「保険配当金」（前事業年度

14百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,559百万円
(2) 棚卸資産

商品 578百万円
仕掛品 11百万円
貯蔵品 3百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 495百万円
長期金銭債権 160百万円
短期金銭債務 133百万円

(4) 取締役に対する金銭債権
短期金銭債権 20百万円

(5) 債権流動化に伴う偶発債務 126百万円

4. 会計上の見積りに関する注記
（一定の期間にわたり履行義務を充足し認識する収益（請負契約によるシステム開発及びインフラ構築等））
(1) 当事業年度の計上額
売上高（検収済のプロジェクトを除く。） 3,082百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結計算書類の連結注記表「４．会計上の見積りに関する注記（一定の期間にわたり履行義務を充足し

認識する収益（請負契約によるシステム開発及びインフラ構築等））(2)識別した項目に係る重要な会計
上の見積りの内容に関する情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

5. 貸借対照表に関する注記
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　関係会社との取引高
営業収益 1,524百万円
営業費用 777百万円
営業取引以外の取引 8百万円

株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普 通 株 式 （ 株 ） 2,775,605 2,200,000 2,205,010 2,770,595

6. 損益計算書に関する注記

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

（注）自己株式の株式数には、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式（当事業年度期首－株、当事業年度
末2,200,000株）が含まれております。自己株式の増加は、株式付与ESOP信託による当社株式の取得
によるものです。また、自己株式の減少は、株式付与ESOP信託による自己株式の処分2,200,000株、
自己株式の処分による減少5,010株によるものです。
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繰延税金資産
賞与引当金 607百万円
資産除去債務 571百万円
関係会社株式評価損 566百万円
敷金償却 137百万円
役員退職慰労引当金 131百万円
未払事業税 113百万円
受注損失引当金 106百万円
未払費用（法定福利費） 95百万円
地代家賃 92百万円
特別修繕引当金 85百万円
不動産減損損失 69百万円
ゴルフ会員権評価損 53百万円
その他 96百万円
繰延税金資産小計 2,728百万円
評価性引当額 △651百万円
繰延税金資産合計 2,077百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △146百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △496百万円
繰延税金負債合計 △642百万円
繰延税金資産の純額 1,434百万円

リース投資資産 流動資産 103百万円
リース債務 流動負債 40百万円

8. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

9. リースにより使用する固定資産に関する注記
転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額
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種 類
会 社 等 の
名 称
又 は 氏 名

議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引内容 取引金額

（百万円） 科 目 期末残高
（百万円）

役 員 及 び
その近親者 後 藤 行 正 直接 0.1％

被所有
　

当社取締役
専務執行役員
（注１）

貸付金の回収 14
短期貸付金 14資金の貸付

（注２） 14

役 員 及 び
その近親者 勝 田 耕 平 直接 0.1％

被所有
　

当社取締役
常務執行役員

貸付金の回収 20
短期貸付金 20資金の貸付

（注２） 20

(1) １株当たりの純資産額 589円36銭
(2) １株当たりの当期純利益 119円22銭

10. 関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．2025年１月28日付で役員を退任し、関連当事者に該当しなくなりましたため、取引金額につい

ては同日までのものを、期末残高については同日現在残高をそれぞれ記載しております。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

11. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類の連結注記表「9．収益認

識に関する注記」をご参照ください。

12. １株当たり情報に関する注記

13. 重要な後発事象に関する注記
「連結注記表　11.重要な後発事象に関する注記」をご参照ください。
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